
矢板市告示第２５号

　下記森林について、森林経営管理法第３５条第１項の規定により経営管理実施権配分計画を定める

こととしたため、同法第３７条第１項の規定により公告します。

　なお、定めた経営管理実施権配分計画については、下記の場所において縦覧に供します。

１　経営管理実施権配分計画対象森林

整理番号 所 在・地 番 林班・小班 地目 面積（ha）
経営管理実施権

の存続期間
備　考

矢板市成田字中山625番 　3-ｳ-11他 0.0433

矢板市成田字中山1,432番 　3-ｳ-11他 0.1305

矢板市成田字西山1,585番1 　1-ｵ-31他 1.1400

1.3138

２　経営管理実施権の設定を受ける林業経営者

３　縦覧場所

（１）矢板市経済部農林課

（２）矢板市ホームページ

４　本公告により、森林所有者及び矢板市に経営管理受益権が、２の林業経営者に経営管理実施権が

　設定されます。

　電　話　番　号 　0287-43-0451

公　　告

令和７年４月１日

　　　　矢板市長　森 島　武 芳

　記

　フ　リ　ガ　ナ 　ﾀｶﾊﾗｼﾝﾘﾝｸﾐｱｲ ﾀﾞｲﾋｮｳﾘｼﾞｸﾐｱｲﾁｮｳ　ｴｽﾞﾚ　ﾋﾃﾞｲﾁ

　氏　名　又　は　名　称 　たかはら森林組合 代表理事組合長　江 連　比出市

　住　　　　　所 　〒329-2152　矢板市館ノ川７７７番地１

集-成田12

（配-5）

計

2040.3.31山林


